
事 務 連 絡 

令和 4 年 11 月 17 日 

保険医療機関 御中 

 

京都府国民健康保険団体連合会 

 

 

審査結果連絡に係る帳票等の変更について 

 

 

 弊会の事業運営につきましては、平素より格別のご理解とご協力を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

 さて、弊会の審査結果について、査定理由の詳細化を図るため、今般、下記の

とおり帳票等を変更することといたしますので、特段のご高配を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

記 

 

１． 審査結果については、現行、増減点事由記号（Ａ～Ｋ）のみをお知らせ

していましたが、記号に加え具体的な理由を帳票に印字いたします。 

（事務的な内容のものから順次実施いたします。） 

 

２． 開始時期 ： 令和 4年 11月審査分から 

 

３． 関係帳票 

・ 増減点連絡書 

・ 突合点検結果連絡書 

・ 増減点返戻通知書 

・ オンライン請求用増減点ＣＳＶ 

・ 過誤再審査結果通知書 

以上 

＜問い合わせ先＞ 

 

担当係 電話番号 行政区 

審査第一課 

第一係 
075-354-9030 

東山区・伏見区・西京区・宇治市・相楽郡・船井郡・綾部

市・福知山市・八幡市・木津川市 

審査第一課 

第二係 
075-354-9031 

北区・上京区・中京区・下京区・乙訓郡・久世郡・綴喜郡・

亀岡市・宮津市・長岡京市・京丹後市 

審査第一課 

第三係 
075-354-9028 

南区・左京区・右京区・山科区・与謝郡・舞鶴市・城陽市・

向日市・京田辺市・南丹市 



別紙（保険医療機関（医科）帳票例 ） 

 

＜補正・査定後内容欄＞ 

・査定の具体的な理由を印字します。 

 （事務的な内容のものから段階的に実施します。） 

（１） （１）増減点連絡書のみ 

※ 突合点検結果連絡書、再審査結果通知書についても同様 



別紙（保険医療機関（医科）帳票例 ） 

 

（２） （２）増減点返戻通知書 

※ 突合点検結果連絡書、再審査結果通知書についても同様 

＜摘要欄＞ 

・査定の具体的な理由を印字します。 

 （事務的な内容のものから段階的に実施します。） 


